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株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、株主優待制度の導入を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの株主様に当社 

株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導入することといたしました。 

 

２．株主優待制度の内容 

（1）対象となる株主様 

毎年３月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された 1,000 株以上を保有する株主様を対象といたします。 

 

（2）優待内容 

5,000 円相当の当社グループ商品を贈呈いたします。 

 

（3）優待時期 

平成 29 年６月より順次お届けを予定しております。 

 

３．株主優待制度の開始時期 

平成29年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された1,000株以上を保有する株主様を対象として開始 

いたします。 

 

       ※本年度の株主優待について 

本年度の株主優待につきましては、平成28年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された1,000株以上 

を保有する伊藤ハム株式会社並びに500株以上を保有する米久株式会社の株主様に対しまして、各社より従前 

と同じ優待内容にて贈呈をいたします。 

以 上   
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